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学校施設におけるバリアフリー化の一層の推進について（通知） 

学校施設は、多くの児童生徒が一日の大半を過ごす学習・生活の場です。このため、障

害のある児童生徒が支障なく安心して学校生活を送ることができるようにする必要がある

ことはもとより、災害時の避難所など地域のコミュニティの拠点としての役割も果たすこ

とから、学校施設のバリアフリー化を一層進めていく必要があります。 

近年では、障害の有無や性別、国籍の違い等に関わらず、共に育つことを基本理念とし

て、物理的・心理的なバリアフリー化を進め、インクルーシブな社会環境を整備していく

ことが求められており、学校においても、障害等の有無に関わらず、誰もが支障なく学校

生活を送ることができるよう環境を整備していく必要があります。 

こうした状況の中、文部科学省では、学校施設のバリアフリー化について、「学校施設

におけるバリアフリー化の一層の推進について（通知）」（令和２年 12 月 25 日付け２文

科施第 347 号。以下「推進通知」という。）等において示したとおり、着実かつ迅速に進

めるよう要請してきたところです。 

この度、令和４年９月１日時点の学校施設のバリアフリー化の実態について、国公立の

小中学校等※１と特別支援学校を対象として調査を実施し、その結果を取りまとめ公表しま

したので通知します（別添１、別添２）。 

学校施設（国公立の小中学校等及び特別支援学校の施設）のバリアフリー化の調査結果

を通知するとともに、更なる取組の推進について要請するものです。 
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ついては、推進通知で示した令和７年度末までの整備目標※２に到達していない公立小中

学校等の各学校設置者におかれては、下記に留意の上、学校施設のバリアフリー化を加速

するようお願いします。 

また、インクルーシブ教育システムの構築及び災害時の避難所としての利用等の観点か

ら、学校種や設置主体の別にかかわらず、学校施設のバリアフリー化を一層推進する必要

があることから、公立小中学校等以外の学校施設についても、下記に留意の上、公立小中

学校等の整備目標を参考にしつつ、取組を進めるようお願いします。 

このことについて、各都道府県教育委員会におかれては、域内の市区町村教育委員会等

に対して周知するとともに、域内市区町村も含めたバリアフリー化が加速していくための

方策を講じるようお願いします。また、各都道府県におかれては、所轄の学校法人等に対

して周知するようお願いします。 

※１ 小中学校等には義務教育学校、中等教育学校の前期課程を含む。 

※２ 公立小中学校等施設のバリアフリー化に関する令和７年度末までの国の整備目標 

・バリアフリートイレについて、避難所に指定されている全ての学校に整備する。 

・スロープ等による段差の解消について、全ての学校に整備する。 

・エレベーターについて、要配慮児童生徒等が在籍する全ての学校に整備する。 

 

 

記 
 

 

１．令和２年の「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」（以下「バリ

アフリー法」という。）及び同法施行令の一部改正により、一定規模以上の新築等を行

う場合に建築物移動等円滑化基準の適合義務の対象となる特別特定建築物として、公立

の小中学校等が新たに位置付けられ、既存の当該建築物についても同基準の適合の努力

義務が課せられることになったことから、既存施設を含めて、所管する公立小中学校等

施設のバリアフリー化を加速するようお願いします。 

また、公立小中学校等以外の学校施設についても、新築等を行う場合に建築物移動等

円滑化基準への努力義務が課せられていることから、バリアフリー化を着実かつ迅速に

進めるようお願いします。 

 

２．公立小中学校等施設におけるバリアフリー化については、令和７年度末までの５年間

に緊急かつ集中的に整備を行うための国の整備目標が定められ、その財政支援が強化さ

れています。バリアフリー化に関する整備計画※３が未策定の学校設置者におかれては、

建築担当部局や防災担当部局など関係部局と連携を図りながら策定するとともに、校舎

及び屋内運動場において、バリアフリートイレやスロープ等による段差解消、エレベー

ターの整備等のバリアフリー化の計画的な取組を加速するようお願いします。その際、

簡易な階段昇降機や階段昇降車は、バリアフリー法に基づくエレベーターの定義に含ま

れていないことに留意しつつ、法令に基づいたエレベーター等を整備するようお願いし

ます。 

※３ 国の整備目標を踏まえた所管する各学校施設のバリアフリー化に関する整備目標を盛り込んだ整備

計画。各学校設置者が定める教育振興基本計画や個別施設計画等の中長期的な計画に今後適時に反映

することを含む。 



 

３．公立小中学校等施設のバリアフリー化の加速に向けて、各学校設置者の取組を支援す

るため、令和３年度より、バリアフリー化のための改修事業について、国庫補助率を 

１／３から１／２に引き上げました。また、令和４年度補正予算及び令和５年度当初予

算案においても、バリアフリー化のための改修工事を支援することとしています（別添

３、別添４）。このほか、緊急防災・減災事業債（総務省所管）が令和７年度まで延長

され、指定避難所となっている公立学校施設については、同事業債を活用してバリアフ

リー化の整備を行うことも可能です（別添５）。 

また、各学校設置者においては、要配慮児童生徒の入学予定等が確定していなくとも、

国庫補助の申請について、事前相談できることに御留意ください。 

 

４．各学校設置者におかれては、迅速な対応を進める観点から、要配慮児童生徒の入学予

定情報等を早めに収集しつつ、あらゆる機会を捉えて学校施設のバリアフリー化を図る

とともに、長寿命化改修等の大規模改修時には、建築物移動等円滑化基準を参考に、施

設全体のバリアフリー化を進めるようお願いします。 

 

５．既存学校施設にバリアフリートイレやエレベーター等を整備する際に、既存不適格建

築物における法令への対応が生じた場合は、「既存学校施設におけるバリアフリー化の

加速について（通知）」（令和４年３月 28日付け３施施企第 33号、国住参建第 3945号）

や「既存学校施設におけるバリアフリー化の加速のための整備方策等について」（令和

４年６月10日付け事務連絡）も参考に、設計者や特定行政庁に積極的に相談しつつ対応

するようお願いします。 

 

６．文部科学省ウェブサイト中に「学校施設のバリアフリー化の推進」の特設ページを開

設しました。同特設ページでは、学校設置者による取組事例集、国庫補助制度、相談窓

口、学校設置者など関係者が活用可能な普及啓発ポスター（別添６）や行政説明資料

（別添７）を公表しています。学校施設のバリアフリー化の検討や実施、また機運醸成

等のために御活用ください。 

 

学校施設のバリアフリー化の推進（文部科学省ウェブサイト） 

URL https://www.mext.go.jp/a_menu/shisetu/seibi/mext_00003.html 

 

（添付資料） 

別添１ 学校施設のバリアフリー化に関する実態調査 調査結果のポイント 

別添２ 学校施設のバリアフリー化に関する実態調査 調査結果 

別添３ 令和５年度当初予算案における公立学校施設整備関係予算資料 

別添４ 令和４年度第２次補正予算における公立学校施設整備関係予算資料 

別添５ 緊急防災・減災事業債について 

別添６ 普及啓発ポスター 

別添７ 行政説明資料 公立小中学校等施設へのエレベーターの設置について 
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